
第４３号議案 

 

   東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  平成２４年６月４日 

 

      提出者 東京都台東区長  吉   住    弘 

 

（提案理由） 

 この案は、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の改正

及び外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）の廃止に伴い、

外国人住民に係る印鑑の登録及び証明に関し、規定の整備を図る

等のため提出します。 

 



   東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例 

 

東京都台東区印鑑条例（昭和５０年４月台東区条例第３４号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「）又は外国人登録法（昭和２７年法律第１２

５号）により記録又は登録を受けている」を「。以下「法」とい

う。）に基づき、台東区の住民基本台帳に記録されている」に改め

る。 

 第５条第３項第１号中「若しくは」を「又は」に改め、「、又は

外国人登録証明書」を削る。 

 第７条第１号中「又は外国人登録原票」及び「又は登録」を削

り、「若しくは名又は氏及び名の各一部」を「、名若しくは通称（住

民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第３０条の２

６第１項に規定する通称をいう。以下同じ。）又は氏名若しくは通

称の一部」に改め、同条第２号中「等他の事項をあわせて」を「そ

の他氏名又は通称以外の事項を」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

２ 区長は、前項第１号及び第２号の規定にかかわらず、外国人 

 住民（法第３０条の４５に規定する外国人住民をいう。以下同 

 じ。）が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記 

 又はその一部を組み合わせたもので表わしている印鑑により登 

 録を受けようとする場合は、当該印鑑を登録することができる。 

 第８条第１項中「、印影のほか」を削り、同項第３号中「氏名」 

の次に「（外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合に 

あつては、氏名及び通称）」を加え、同項に次の２号を加える。 



 (６) 印影 

 (７) 外国人住民が前条第２項の規定により印鑑の登録を受け 

  る場合にあつては、住民票の備考欄に記録されている氏名の 

  カタカナ表記 

 第８条第２項を次のように改める。 

２ 区長は、印鑑登録原票を磁気デイスク（これに準ずる方法に 

 より一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。） 

 をもつて調製する。 

 第９条の２第１項中「住民基本台帳法」を「法」に改め、同条 

第２項中「引換え」を「引替え」に改める。 

 第１０条中「、印鑑登録証又は住基カード兼印鑑登録証」の次 

に「（以下「印鑑登録証等」という。）」を加え、「当該印鑑登録証

又は住基カード兼印鑑登録証」を「当該印鑑登録証等」に改める。 

 第１１条中「印鑑登録証又は住基カード兼印鑑登録証」を「印 

鑑登録証等」に改める。 

 第１２条中「住民基本台帳法又は外国人登録法」を「法」に、 

「第１５条」を「第１５条第１項」に改める。 

 第１３条及び第１４条中「印鑑登録証又は住基カード兼印鑑登 

録証」を「印鑑登録証等」に改める。 

 第１５条第２号中「印鑑登録証又は住基カード兼印鑑登録証」 

を「印鑑登録証等」に改め、同条第５号中「氏又は名」を「氏名、 

氏、名又は通称」に、「第７条第１号」を「第７条第１項第１号」 

に改め、同条中第６号を第８号とし、第５号の次に次の２号を加 

える。 

 (６) 第７条第２項の規定による印鑑登録者にあつては、住民



票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記を変更した

ため、登録されている印鑑が当該氏名のカタカナ表記又はそ

の一部を組み合わせたもので表わさなくなつたとき。 

 (７) 外国人住民にあつては、法第３０条の４５の表の上欄に

掲げる者でなくなつたとき（日本の国籍を取得した場合を除

く。）。 

 第１５条に次の１項を加える。 

２ 前項の場合において、同項第５号、第６号又は第８号の規定 

 により印鑑登録のまつ消を行うときは、当該印鑑登録者にその 

 旨を通知するものとする。 

 第１７条を次のように改める。 

（印鑑登録の証明） 

第１７条 区長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されて 

 いる事項（登録番号及び登録年月日を除く。）の写しについて証 

 明する。 

 第１８条第１項中「印鑑登録証又は住基カード兼印鑑登録証」 

を「印鑑登録証等」に改め、同条第２項中「次条」を「住民基本 

台帳法施行規則（平成１１年自治省令第３５号）第４３条第１項」 

に改める。 

 第１９条中「印鑑登録証又は住基カード兼印鑑登録証」を「印 

鑑登録証等」に改める。 

 第２０条第４項及び第５項中「より、」を「印鑑登録証等を添え 

て、」に改め、同条第６項中「を回収し」を「に印鑑登録証を廃止 

した記載をしたうえで返付し」に改める。 

   付 則 



 この条例は、平成２４年７月９日から施行する。 


